
現在、淡路市内には飼い主のいない猫が多く生息しています。飼い主がおらず、管理されて

いない猫が増えると、周囲に糞の被害が発生したり、車に轢かれてしまう猫が増えてしまう

ことに繋がります。

本制度では淡路市内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を受けさせようとする方に対

して、手術費用の一部を助成します。

・淡路市に生息する飼い主のいない猫に対して、不妊手術を受けさせようと考

えている方

・淡路市内に在住されている方

・手術を受けさせる猫を捕獲し、安全に動物病院まで持ち込むことができる方

・手術後は自身で飼育または元の場所へ戻した場合のエサやり、トイレの管理

ができる方

対象となる方

①活動地域（猫の生息地）の方へ活動内容を説明し「合意書」へ署名してもらう。

（施術前の捕獲作業、施術後元の場所へ返す行為を活動地域にお住まいの方、町内会

長などへ説明し、理解を得たうえで申請いただきます）

②申請書の提出

交付申請書と①の合意書を淡路市へ提出。後日市より交付決定通知を送付。

③活動開始

活動地域へ周知のうえ捕獲。病院にて不妊手術（耳カットを含む）を実施し、実

績報告。 ※施術前後の顔写真、手術費用に掛かる領収書が必要です。

助成金を請求いただき、後日支払。

④その後の管理

飼い猫として飼育する。または元の場所へ戻し（TNR活動）、周辺住民と協力して

エサやりやトイレの管理を行い、環境被害を防ぐ。

申 請 の 流 れ

【担当部署】 淡路市役所 市民生活部 生活環境課

〒656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8番地 TEL ： 0799-64-2523（直通）

実際に不妊手術に要した費用

オス猫 １匹につき 上限 5,000円

メス猫 １匹につき 上限 10,000円

ただし申請あたり、50,000円を上限とする

助 成 内 容

獣医師法に規定する獣医師で、

民間の診療施設である病院

実 施 病 院

・申請後は速やかに手術を受けさせてください。

・１年度に同一申請者から複数回申請はできません。

・術後は施術したことがわかるようにしてください（耳カットなど）。

・申請に虚偽の内容があったことが判明した場合は、助成金を返還していただく

ことがあります。

・予算がなくなり次第、受付を終了します。

注 意 事 項


